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本研究では，被災による企業の撤退を明示的に考慮した産業集積モデルを構築し，均衡における産業立地構
造の性質ならびに交通インフラの減災施策が及ぼす影響について分析を行う．数値分析を通じて，均衡におけ
る産業立地構造が過剰集積となり，災害に対して脆弱であることを明らかにする．また，交通インフラの減災
施策が（功利主義的な）社会的厚生を改善するものの，必ずしも災害脆弱性の低減に寄与するとは限らないこ
とを示す．さらに，分析より得られた知見として，交通インフラ減災施策の便益評価に際して留意すべき点に
ついて述べる．
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1. はじめに

我が国では，戦後，特に高度成長期にかけて，多くの
人々が地方から都市部へと移り住み，都市化が著しく
進展した．例えば，全国に占める首都圏1の人口割合は，
1950年に 15.5％であったが，70年には 23.0％にまで
跳ね上がり，その後，人口の流入は徐々に鈍化するも
のの，1980年には 24.8％，2010年には 27.8％にまで
達している1)また，経済活動に目を向ければ，2011年
時点において首都圏の GDPは日本全体の 32.6％を占
めている．こうした人口や経済活動の都市部への集中
をもたらす要因は集積の経済であり，人やモノの移動・
輸送効率を高め，都市部における生産性の向上をもた
らしてきた．
一方，我が国土は，世界的にみても極めて高い自然

災害リスクに晒されている．過去 20年の間（2015年 5
月時点）に日本で発生したマグニチュード (M)7以上の
地震は 13件に及び，単純平均すれば約 1年半に 1度の
ペースでどこかで大規模な地震が発生していることに
なる2．また，ひとたび災害が生起すれば，その地域に
甚大な人的・物的被害をもたらすだけに留まらず，生産
設備の損壊やサプライチェーン寸断による生産活動の

1 ここでは，東京都，神奈川県，千葉県，埼玉県の１都３県を指
す．なお，首都圏整備法及び施行令では、１都７県 (埼玉県、千
葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)を首都圏と
設定している．

2 気象庁 HP(http://www.jma.go.jp/jma/menu/menureport.
html) 参照（閲覧日：2015 年 4 月 30 日）

停滞・縮小といった間接的な被害が日本経済全体へと
波及する恐れがある．2011年 3月 11日に発生した東
日本大震災では，交通インフラの損壊と原子力発電施
設の事故に伴う電力不足などによって，全国的に生産
機能が停滞する状態に陥り，我が国の社会経済システ
ムが災害に対して脆弱であることが露呈された．さら
に，近い将来には，首都直下地震や南海トラフ地震な
ど，日本経済を牽引する大都市や産業集積地域を襲う
大規模な自然災害の発生が予想されている．中央防災
会議の想定によれば，今後 30年間に約 70％の確率で
発生が予想される都心南部直下地震（M7.3）が生起し
た場合，全国的な経済被害は直接的被害と間接的被害
を合わせて約 95兆円にも及ぶとされる2)．

東日本大震災から得られた教訓を踏まえ，防災・減
災施策を総合的かつ計画的に実施することを目的とし
て， 2013年末に国土強靱化基本法が施行され，その翌
年には国土強靭化基本計画が閣議決定された．そこで
は，脆弱性評価で設定された 45の「起きてはならない
最悪の事態」について，施策分野ごとに国土強靱化の
推進方針が示されている．また，具体的な推進計画に
ついては，国土強靱化アクションプラン 20143)の中で
プログラム毎に明確な数値目標とともに明記されてい
る．なお，交通・物流分野における基幹的陸上海上交
通ネットワークの耐震化や代替性確保といった交通施
設の災害対応力を強化する対策は 15の重点プログラム
の 1つに位置づけられ，目標の早期達成や高度化など
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を含めて特に推進が図られることとなっている．
交通インフラの減災対策は，災害生起時の被害軽減

や早期復旧に資する一方で，企業の立地変更を促し，長
期的には産業立地構造へ変化を及ぼす．基本計画にお
いても，その取組姿勢として，「（前略）災害に強い国土
づくりを進めることにより，地域の活力を高め，依然
として進展する東京一極集中からの脱却を図り，『自律・
分散・協調』型国土の形成につなげていく視点を持つ
こと」が掲げられ，単なる災害対策に留まらず，国土
形成政策としての役割を担うことにも期待を寄せてい
る．しかし，国土強靭化施策がその目論見どおりに国
土構造の分散化をもたらすか，あるいはさらなる集積
を促すかについては必ずしも自明ではない．産業立地
構造に及ぼす長期的な影響を正しく把握するためには，
災害リスクと集積の経済が同時に存在する下での産業
集積メカニズムについて理論的に解明する必要がある．
以上の問題意識の下，本研究では，産業集積現象を扱

う新経済地理学 (New Economic Geography;NEG)モ
デルに災害リスクを明示的に組み込んだ新たなモデル
を提案する．その上で，均衡として導出される産業立
地構造について，社会的厚生および災害脆弱性の観点
から考察を行う．また，交通インフラの減災施策が産
業立地構造に及ぼす影響について分析を行う．

2. 本研究の基本的な考え方

(1) 既存研究
新経済地理学は経済活動の空間的な集積現象を扱う

研究分野であり，その嚆矢とされるのがKrugmanの提
唱した核-周辺モデル4)である．Krugmanは，財の多様
性，規模の経済及び輸送費用の存在によって産業の集
積力が生み出されるメカニズムを一般均衡理論的な枠
組みの中で説明した．その上で，地域間の輸送費用が
産業集積が起こるか否かにおいて重要な役割を果たす
ことを示した．Martin and Rogers5)やMartin6)は，輸
送費用がインフラの整備水準3に依存して決まるとし，
インフラ整備政策が産業集積や地域間格差，成長率に
及ぼす影響について分析を行っている．その中で，地
域間のみならず地域内インフラの整備水準を考慮に入
れ，インフラ整備水準の低い地域が自地域内のインフ
ラ整備を行う政策は当該地域への企業の移入を促す一
方，地域間インフラ整備を行う政策は整備水準の低い
地域から高い地域への企業移転を促し，産業集積をよ
り促進することを明らかにしている．
大規模災害がもたらす経済的影響の分析や防災投資の

便益評価に関しては，防災計画分野において多くの研究
3 ここでは，交通や通信のみならず，制度や法律を含む広義のイ
ンフラを意味する．

蓄積がある7)．土屋ら8)は，空間的応用一般均衡 (SCGE)
モデルを用いて災害による間接的な経済被害を計測す
る枠組みを提示し，新潟県中越地震を事例として地域
間の基幹交通ネットワークの損傷，被災地企業の生産
資本の損傷が地域経済に及ぼす影響について分析した．
小池ら9)は，社会資本ストックの間接スピルオーバー効
果（他地域の社会資本ス トックが地域間交易を通じて
自地域の世帯の効用水準に及ぼす間接的な影響）に着
目し，社会資本ストックの損壊による経済的被害の空
間的な波及について分析を行っている．ただし，これ
らの研究では，完全競争市場を想定しており，災害時
における企業の操業停止や廃業といった経済的な被害
状況を十分に捉えることができない．この問題に対し
て，小池ら10)は，独占的競争の枠組みを取り入れて各
地域の立地企業数を内生的に扱う SCGEモデルを構築
し，被災によって地域間道路ネットワークが寸断した
場合に各都道府県が被る被害総額と企業数の変化につ
いて試算を行った．一方，Cole et al.11)は，阪神淡路
大震災の被災企業データを用い，産業集積が災害時に
おける企業の生存率やその後の業績に及ぼす影響に関
する実証分析を行っている．分析の結果，被災した産
業クラスター内の企業は互いに助け合い共存したので
はなく，労働市場の逼迫を通じた一種の共食い状況下
で一部の企業を撤退や縮小に追い込むことによって存
続していたことが明らかとなった．さらに，都市部で
のインフラ被害の影響についても分析を行い，道路の
深刻な損壊は企業の物資輸送に深刻な影響をもたらし，
生産性や雇用の低下に拍車をかけていることを示した．

防災投資の経済評価においても，その影響の時間的・
空間的な波及を考慮する必要がある．防災投資によっ
て災害リスクを抱える地域における被災時の被害が軽
減されると，その影響は短期的には市場を介して，長
期的には人口の移動や企業の立地変更を通じて地域経
済へと波及する．この点を踏まえ，高木ら12)は治水投
資事業を対象に立地均衡モデルを用いた便益評価手法
を提案している．また，庄司ら13)は，災害リスク下に
おける 2地域一般均衡モデルを構築し，災害による被
害の短期的な波及構造，生産資本や道路への防災投資
がもたらす長期的効果を両地域の産業構造の違いに着
目して分析している．その結果，両地域の産業構造や
交易パターンによっては，防災投資が混雑悪化など集
積の不経済をもたらし，長期的には必ずしも均衡効用
水準を改善しないことを明らかにした．

東日本大震災以降，災害脆弱性は防災政策を考える
上で重要な概念として位置づけられている．石井・福
田14)は，災害の影響が時間的・空間的に広がっていく
様子を表現する多地域動学マクロ経済モデルを構築し，
災害脆弱性の観点から国土構造のあり方について検討
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を行っている．そこでは，災害脆弱性を一時的な生産
の減少幅の拡大及び復元までにかかる時間の増大と定
義した上で，国土の分散化による災害脆弱性の低減効
果について分析し，集中型の国土構造は分散型の国土
構造と比較して高い脆弱性を有すること，地域間の災
害リスクが異なる場合，社会的厚生最大化の観点と災
害脆弱性の低下の観点では，望ましい国土構造が異な
る可能性があることを示した．ただし，国土構造の違
いを外生的に与えており，人口や資本の移動を通じて
産業立地構造が内生的に形成されるメカニズムについ
ては考慮していない．

(2) 産業集積と災害脆弱性
一極集中型といわれる我が国の国土構造に対しては，

様々な問題点が指摘されている．そのひとつが災害に
対する脆弱性4であり，社会経済活動の中枢である大都
市圏が壊滅的な被害を受けた場合，その影響は広く他
の地域へと波及し莫大な経済的損失が生じる．このよ
うに災害によって生じる被害とその波及は，災害発生
前の産業立地構造と独立ではあり得ない．であるとす
れば，産業集積の進展は空間経済システムの災害脆弱
性にどのような影響を及ぼすであろうか．なお，本分
析では災害の経済的側面に焦点を絞り，災害脆弱性を
「災害が発生した場合に経済活動の水準が低下し，損失
が生じやすい状態にあること」と定義する．
災害ハザードに直面する地域へ産業の集積が進めば，

一度に多くの企業が被災することによって直接的被害
が増加する．加えて，交通インフラの損壊や企業の操
業停止の影響により，サプライチェーンを含む産業の
生産機能が大幅に低下し，間接的被害が拡大する可能
性がある．本研究は，後者の影響に着目し，被災時に
企業の操業停止（あるいは，撤退）を通じた経済活動
の停滞を明示的に組み入れた，新たな分析枠組みを構
築する．その上で，災害リスクを抱える地域への産業
集積が進むほど，1)被災時の生存企業数が減少し，2)
経済的被害が大きくなること，すなわち災害脆弱性が
高まることを明らかにする．
本分析から導かれる企業の生存に関する理論的予測

は，Cole et al.による実証研究の結果と整合的である．
被災企業の撤退は，被災時に市場へ供給される財の種
類が減少することを意味し，財の多様性を嗜好する消
費者や中間財需要企業に対して負の外部効果として作
用する．したがって，災害リスクを抱える地域への企
業集積は，平常時には集積の経済として正の外部性を
もたらす一方で，災害時には集積の不経済として負の
外部性をもたらす．均衡における産業立地構造は，企
業が享受する集積の経済と不経済の大小関係によって

4 災害脆弱性の諸概念については，Birkmann15)に詳しい．

決まる．後者が卓越した場合，均衡立地構造は過集積
となり，災害に対して脆弱となる．
交通インフラの減災対策は，災害生起時の被害軽減
や早期復旧に資するだけではなく，企業の立地変更を
促し，長期的には産業集積構造へ変化を及ぼす．本研究
では，交通インフラの減災施策が産業集積構造ならび
に社会的厚生に及ぼす影響についても分析を行う．こ
の点において，本研究は庄司らと同様の問題意識に基
づいている．ただし，1)不完全競争の枠組みにおいて
災害時の企業撤退を明示的に扱い，2)均衡における産
業立地構造の災害脆弱性について分析を行う点が本研
究の新規性である．

3. 災害リスクを考慮した産業集積モデル

(1) モデルの枠組み
いま，交通リンクによって結ばれる 2つの地域が存
在する．そのうち，一方は災害の生起により被災する
恐れのある危険地域 r であり，もう一方は災害リスク
に晒されていない安全地域 sであるとする．地域 r に
おいて災害が生起する確率を θで表す． これより，経
済は，災害が生起していない平常状態 (ξ = u)と災害
の生起によって地域 r が被災した状態 (ξ = d)の 2つ
の状態をとりえる．また，2つの状態のうち，どちらか
一方が確定的に生起した状況を「事後」，どちらが生起
するか確率的にしかわからない状況を「事前」と呼ん
で区別する．
経済主体として，企業家と労働者の 2つのタイプが
存在する．企業家は自らの保有する 1単位の人的資本
を用いて企業を経営することができる．また，労働者
は 1単位の労働を非弾力的に供給するものとする．こ
こで，状態 ξ (= u, d)における地域 i (= r, s)の企業家
数及び労働者数をそれぞれ Hξ

i，Lξ
i で表す．平常状態

における企業家の総数を H = Hu
r + Hu

d とおく．企業
家は，事前において自らの居住地域を自由に選択可能
であるが，事後的には地域間を移動することは不可能
であると仮定する．一方，労働者は，事前・事後ともに
地域間を移動不可能であるが，産業間を自由に移動で
きるとする．
経済には，農業部門と工業部門の 2部門が存在する．
農業部門は，収穫不変の技術により，労働を生産要素
として 1種類の同質な財を生産する完全競争的な部門
である．一方，工業部門は，収穫逓増の技術により，労
働，人的資本及び固定的生産要素を用いて，広範囲の差
別化された財を生産する独占競争的な部門である．工
業部門で生産される差別化財の輸送費用は，標準的な
NEG モデルと同様に，氷塊費用の形をとると仮定す
る．すなわち，1単位の財が地域 iから地域 jへ輸送さ
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れると，当初の 1単位のうち一部は途中で融けてしま
い 1/τ ξ

ij だけが実際に到達する．定数 τ ξ
ij は，1単位の

財が到着するために必要な発送量である．なお，地域
間の輸送費用は対称であるとし，τ ξ

rs = τ ξ
sr = τ ξ と表

す．また，地域内の交通施設が被災する状況を想定す
るため，同地域内の輸送にも費用がかかると仮定する
（τ ξ

ii ≥ 1）．一方，農業財の輸送には費用がかからない
ものと仮定する．いま，一般性を失うことなく，1単位
の労働により 1単位の農業財が生産されると基準化で
きることから，農業財の価格 pA·ξ

i (i = r, s)は労働者の
賃金 wL·ξ

i に等しくなる.また，農業財の地域間輸送に
は費用がかからず，その価格はどちらの地域でも等し
いため，wL·ξ

r = wL·ξ
r という関係も明らかである．ここ

で，災害リスクが産業立地に及ぼす影響に分析の主眼
を置くため，農業部門の生産技術及び輸送技術は災害
による影響を一切受けないものと仮定する．このとき，
平常時 (ξ = u)と被災時 (ξ = d)における農業財の価格
は等しくなる．以下，単純化のため，農業財を基準財
とし，pA·ξ

i = wL·ξ
i = 1 (i = r, s, ξ = u, d)とおく．

本モデルは，事後的均衡と事前的均衡によって構成
される．事後的均衡とは，事後的に確定する状態に応
じて実現する価格均衡であり，状態毎に各地域の企業
家数 Hξ

i を固定とした上で導出される．事前的均衡と
は，企業家が事後的に起こりえる 2つの状態を完全に
予見した上で事前に立地選択を行った結果として実現
する立地均衡である．

(2) 事後的均衡
a) 消費者の行動
準線形型効用関数を採用するPfluger16)に従って定式

化を行う．状態 ξ (= u, d)において地域 j (= r, s)に存
在する代表的消費者の効用最大化行動は, 以下のように
表される.

max　 Uξ
j = µ lnMξ

j + Aξ
j (1)

µは正の定数，Aξ
j は農業財の消費量である．Mξ

j は差
別化財の消費数量指標であり，以下のように表される．

Mξ
j =

[ ∑
i=r,s

∫ nξ
i

0

mξ
ij(k)

σ−1
σ dk

] σ
σ−1

(2)

ここで，差別化に対応するインデックスを連続変数 k

として，mξ
ij(k)は状態 ξ において地域 iで生産され地

域 j で消費されるバラエティkの需要量である．また，
nξ

i は地域 iで生産されるバラエティの数を表す．なお，
σ(> 1)は差別化財間の代替弾力性である．地域 iにお
ける代表的消費者の所得制約は，

yξ
j + A

ξ
=

∑
i=r,s

∫ nξ
i

0

pξ
ij(k)mξ

ij(k)dk + Aξ
j (3)

と表される．yξ
j は状態 ξ，地域 jにおける所得，A

ξ は
農業財で計った初期賦存量，pξ

ij(k)は地域 iで生産され
地域 j で消費されるバラエティk の価格を表す．ここ
で，ラグランジュ関数を

L = µ lnMξ
j + Aξ

j + λ
(
yξ

j + A
ξ

−
∑
i=r,s

∫ nξ
i

0

pξ
ij(k)mξ

ij(k)dk − Aξ
j

)
(4)

と定義すれば，差別化財の消費に関する 1階条件は以
下のようになる．

∂L
∂mξ

ij(k)
= µ

1

Mξ
j

∂Mξ
j

∂mξ
ij(k)

− λ · pξ
ij(k) = 0 (∀k) (5)

ただし，

∂Mξ
j

∂mξ
ij(k)

=
{

Mξ
j

mξ
ij(k)

}1/σ

(6)

である．式 (5)を k, k′(6= k)について整理すれば，

mξ
ij(k) =

{
pξ

ij(k
′)

pξ
ij(k)

}σ

mξ
ij(k

′) (7)

となり，式 (7)を式 (2)に代入すれば，以下を得る．

mξ
ij(k

′) =
pξ

ij(k
′)−σ

P ξ
j

−σ Mξ
j (8)

ここで，P ξ
j は状態 ξ，地域 j における工業部門全体の

価格水準を表す価格指数である．

P ξ
j =

[ ∑
i=r,s

∫ nξ
i

0

pξ
ij(k)1−σdk

] 1
1−σ

(9)

価格指数 P ξ
j は，状態 ξにおいて地域 jの消費者が差別

化財の消費数量指標を 1単位消費するために必要な費
用を表している．式 (8)を式 (5)に代入し，式 (6)を用
いて整理すれば，

Mξ
j =

µ

P ξ
j

(10)

となり，これより，任意のバラエティkに対する需要量

mξ
ij(k) =

pξ
ij(k)

−σ

P ξ
j

1−σ µ (11)

を得る．このとき，農業財の消費量は，以下のように
表現される．

Aξ
j = yξ

j − µ + A
ξ

(12)

また，代表的消費者の間接効用関数は以下のように表
される．

V ξ
j = yξ

j − µ lnP ξ
j + µ(lnµ − 1) + A

ξ
(13)
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b) 差別化財企業の行動
工業部門では，独占競争的企業が収穫逓増の技術に

より差別化された工業財を生産する．状態 ξ において
地域 iの企業が差別化財を生産するには，1単位の人的
資本および F ξ

i 単位の基準財を固定要素として，a単位
の労働を可変要素として投入する必要がある．規模の
経済,消費者の多様性選好,ならびに供給できる財の種
類に制限がないことから,各種類の財が唯一の地域にお
いて唯一の特化した企業によって生産される.したがっ
て，各状態，各地域における企業家数，企業数，供給さ
れるバラエティの数はすべて一致する (Hξ

i = nξ
i )．状

態 ξ，地域 iにおいてバラエティkを生産する企業 kの
利潤最大化行動は，以下のように表される．

max
pξ

ii,p
ξ
ij

πξ
i (k) =

(
pξ

ii(k) − τ ξ
iia

)(
Hξ

i + Lξ
i

)
mξ

ii(k)

+
(
pξ

ij(k) − τ ξa
)(

Hξ
j + Lξ

j

)
mξ

ij(k)

−F ξ
i − wξ

i (14)

pξ
ii(k)は地域 iで生産され，地域 iで消費される差別化
財 kの価格，pij(k)は地域 iで生産され，地域 jで消費
される差別化財 kの価格を表す．wξ

i は企業家の供給す
る人的資本へのレントである．また，Hξ

i + Lξ
i は，状

態 ξにおける地域 iの消費者数を表す．利潤最大化の 1
階条件より，

∂πξ
i (k)

∂pii(k)
=

(
Hξ

i + Lξ
i

)pξ
ii(k)

−σ

P ξ
i

1−σ µ

×
{
(1 − σ) + σ · τ ξ

iia · pξ
ii(k)

−1}
= 0

∂πξ
i (k)

∂pij(k)
=

(
Hξ

j + Lξ
j

)pξ
ij(k)

−σ

P ξ
j

1−σ µ

×
{
(1 − σ) + σ · τ ξa · pξ

ij(k)
−1}

= 0

である．従って，状態 ξ において地域 iの企業 k が生
産する差別化財の価格は，

pξ
ii(k) = τ ξ

iip, pξ
ij(k) = τ ξp (15)

となる．ただし，p ≡ aσ/(σ−1)である．このとき，価
格指数 P ξ

i は次式のように表される．

P ξ
i =

[ ∫ nξ
i

0

pii(k)1−σdk +
∫ nξ

j

0

pji(k)1−σdk

] 1
1−σ

= p
(
φξ

i n
ξ
i + ψξnξ

j

) 1
1−σ (16)

ここで，φξ
i ≡

(
τ ξ
ii

)1−σ, ψξ ≡
(
τ ξ

)1−σ であり，状態 ξ

における地域 i内及び地域間の交易自由度を表す．上式
より，消費可能な差別化財のバラエティが増えるほど，
また交易自由度が大きい（輸送費用が小さい）ほど，価
格指数が低下することがわかる．また，自地域で生産
される差別化財のバラエティ増加は，輸送費用の節約
効果を通じて価格指数は低下させる．以上を整理する

と，状態 ξにおける地域 iの企業の利潤 πiは，以下の
ように表すことができる．

πξ
i =

µ

σ

(
φξ

i

Hξ
i + Lξ

i

φξ
i n

ξ
i + ψξnξ

j

+ ψξ
Hξ

j + Lξ
j

ψξnξ
i + φξ

jn
ξ
j

)
−wξ

i − F ξ
i (17)

c) 均衡賃金
ゼロ利潤条件 (πξ

i = 0) より，各地域の企業家に支
払われる人的資本レントの均衡水準が状態毎に決定さ
れる．

wξ
i =

µ

σ

(
φξ

i

Hξ
i + Lξ

i

φξ
i n

ξ
i + ψξnξ

j

+ ψξ
Hξ

j + Lξ
j

ψξnξ
i + φξ

jn
ξ
j

)
− F ξ

i

(18)

(3) 被災に伴う企業の撤退
a) 被災状態の設定
本モデルでは，災害発生が企業へ与える影響として，

(1)被災地域 rにおける企業の生産施設の損壊に伴う固
定投入要素の増加と (2)交通施設の損壊に伴う輸送費
用の上昇の 2つを明示的に考慮する5．具体的には，固
定費用 F ξ

i の大小関係として，F d
r > Fs > Fu

r を仮定
する．本研究では，産業集積地で発生する災害を想定
するため，平常状態（ξ = u）においては，危険地域 r

の固定費用が安全地域 sの固定費用を下回るものとし，
企業が危険地域に集積して立地する状況を導いている．
被災状態における地域間輸送費用を上昇率パラメータ

ζ(> 1)を用いて τd = ζ · τuと表し，ψd < ψuの関係が
成立するものとする．一方，地域内輸送は，簡単化のた
め，平常状態では両地域とも，被災状態では安全地域 s

において費用はかからず (τu
rr = τu

ss = τd
ss = 1，すなわ

ちφu
r = φu

s = φd
s = 1)，被災状態における危険地域 r内

においてのみ費用がかかると仮定する．先ほどと同様に，
上昇率パラメータ η(> 1)を用いて，τd

rr = η · τu
rr > 1

（すなわち，φd
r < 1）と表す．

b) 被災状態における均衡生存率
被災状態において，生産を継続できなくなった企業
は市場からの撤退を余儀なくされる．被災発生後（事
後）に企業家は地域間を移動することはできず，被災
に伴う固定費用の増加によって企業家の賃金水準wd

i が
労働者の賃金 1を下回った場合，企業家は企業への人
的資本の供給を止め，労働者として働く選択を行うも
のと想定する6．いま，平常時の企業数に対する被災時

5 災害による直接的被害としては，この他にも家屋・建物，ライフ
ライン，人命などが挙げられるが，分析の焦点を絞るため，本
研究ではこれらを捨象する．なお，モデルに若干の拡張を加え
れば，家屋や人命の被害を考慮することは可能である．

6 災害時における企業の地域間移動及び撤退に関して，土屋ら，庄
司らはどちらも不可能な短期の状況を，一方，小池らはどちらも
可能な比較的に長期の状況を想定している．これに対して，本
分析は，撤退は可能であるが，地域間移動は不可能であるとい
う意味でそれらの中間を想定しているといえる．
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の企業の割合（生存率）を δi で表せば，nd
i = δin

u
i が

成立する．これを用いれば，企業の生存率に関する均
衡条件を以下の相補性条件として表現できる．{

(1 − δi)(wd
i − 1) = 0

wd
i ≥ 1, (1 − δi) ≥ 0,∀i ∈ {r, s}

(19)

相補性条件 (19)は，i) 被災地域 rにおいてのみ企業の
撤退が起こるケース (δr < 1, δs = 1)，ii) 両地域におい
て撤退が起こるケース (δr < 1, δs < 1)，iii) 安全地域 s

においてのみ撤退が起こるケース (δr = 1, δs < 1)，iv)

両地域とも撤退が起こらないケース (δr < 1, δs = 1)の
4ケースに場合分けすることができる．本研究で主に対
象とするケースは，i)である7．ここで，被災状態にお
ける生存企業数を nd = nd

r + nd
s と表す．また，撤退が

起こる地域の企業家の均衡所得水準 wd
i

? は，労働者の
賃金 1と等しくなる．

wd
i

?
=

wd
i if δi = 1

1 if δi < 1
(20)

(4) 事前的均衡
事前において，企業家は事後的に起こりえる 2つの

状態を完全に予見した上で，より高い期待効用をもた
らす地域に居住地域として選択する．なお，企業家 1人
の供給する人的資本を用いて 1つの企業が生産を行う
という仮定より，企業家の立地選択は企業の立地選択
と同義である．地域 r に居住する企業家のシェア（以
下，集積率と呼ぶ）を λと表せば，Hu

r = nu
r = λH が

成立する．このとき，企業家にとって地域 i(= r, s)に
居住することから得られる期待効用E[Vi]は，λの関数
として次のように表される．

E[Vi(λ)] = (1 − θ)V u
i (λ) + θV d

i (λ) (21)

ただし，

V ξ
i (λ) = wd

i

?
(λ) − µ lnP ξ

i (λ) + µ(lnµ − 1) + A
ξ
(22)

wd
i

?
(λ) =

wd
i (λ) if δi = 1

1 if δi < 1
(23)

[危険地域，平常状態]

wu
r (λ) =

µ

σ

{
λ + lr

λ + ψu(1 − λ)

+ψu (1 − λ) + ls
ψuλ + (1 − λ)

}
− Fu

r (24)

Pu
r (λ) = p{λ + ψu(1 − λ)}

1
1−σ · H

1
1−σ (25)

7 ケース ii) は，災害の間接被害により安全地域においても企業
の撤退が起こる状況に対応している．今回行った分析の結果に
は含まれていないが，設定によってはケース ii) が起こる可能
性も十分あり得る．

[危険地域，被災状態]

wd
r (λ) =

µ

σ

{
φd

r

λ + lr
φd

rδrλ + ψdδs(1 − λ)

+ψd (1 − λ) + ls
ψdδrλ + δs(1 − λ)

}
− F d

r (26)

P d
r (λ) = p{φd

rδrλ + ψuδs(1 − λ)}
1

1−σ · H
1

1−σ (27)

[安全地域，平常状態]

wu
s (λ) =

µ

σ

{
ψu λ + lr

λ + ψu(1 − λ)

+
(1 − λ) + ls

ψuλ + (1 − λ)

}
− Fu

s (28)

Pu
s (λ) = p{ψuλ + (1 − λ)}

1
1−σ · H

1
1−σ (29)

[安全地域，被災状態]

wd
s(λ) =

µ

σ

{
ψd λ + lr

φd
rδrλ + ψdδs(1 − λ)

+
(1 − λ) + ls

ψdδrλ + δs(1 − λ)

}
− F d

s (30)

P d
s (λ) = p{ψdδrλ + δs(1 − λ)}

1
1−σ · H

1
1−σ (31)

である．なお，li = Lu
i /H とする．

事前における立地均衡状態をいずれの企業家も他者
の立地選択を与件として選択した地域を変更する誘因
を持たない（Nash均衡）状態と定義すれば，安定的な
立地均衡条件は次のように表される．

∆E[V (λ)] = E[Vr(λ)] − E[Vs(λ)] = 0 (32)
∂∆E[V (λ)]

∂λ
< 0 (33)

均衡における集積率を λ∗ と表す．

(5) 社会的厚生
NEGモデルでは，常に主体間での利害対立が存在す
るため，パレート効率性基準を用いて異なる空間構造
について厚生比較を行うことはできない．そこで，本研
究では，功利主義的な規範に基づいて厚生分析を行うこ
ととする（本設定の妥当性については，6.で改めて議
論する）．ベンサム型の期待社会的厚生関数E[SW (λ)]
は，以下のように表される．

E[SW (λ)] = (1 − θ)SWu(λ) + θSW d(λ) (34)

ただし，

SW ξ(λ) =
∑
i=r,s

{
Hξ

i · V ξ
i (λ) + Lξ

i · Ṽ
ξ
i (λ)

}
(35)

である．ここで，Ṽ ξ
i は，状態 ξにおける地域 iの労働

者の効用水準を表す．

Ṽ ξ
i (λ) = 1 − µ ln P ξ

i (λ) + µ(lnµ − 1) + A
ξ

(36)

なお，社会的厚生が最大となる集積率を λo と表す．
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図–1 集積率 λと生存企業数 nd

4. 均衡立地構造の災害脆弱性（数値分析 I）

(1) 基本ケース
本章では，3.で示したモデルの均衡解を導出し，そ

の性質を明らかにする．その上で，企業の生存率及び社
会的厚生の観点から均衡状態と最適状態を比較し，均
衡における産業立地構造の災害脆弱性について考察す
る．また，感度分析を通じて，各パラメータが均衡解
及び最適解に及ぼす影響を示す．なお，本モデルを解
析的に解くことは困難であるため，以降では数値計算
による分析を行う．基本ケースの設定を以下に示す．
• 基礎的パラメータ：効用パラメータ µ = 3.0，差
別化財の代替弾力性 σ = 4.0，基準財の初期賦存
量 A = 5.0，企業家数（平常状態）H = 1.0，労
働者数（平常状態）Lu

i = 2.5 (i = r, s)，可変費用
a = 1，固定費用 Fu

r = 0，F ξ
s = 1.0 (ξ = u, d)，地

域間輸送費用（平常状態）τu = 1.8
• 災害に関するパラメータ：災害生起確率8θ = 0.04,
地域 rの固定費用（被災状態）FD

r = 5.0，地域間
輸送費用の上昇率 ζ = 3.0，地域 r内輸送費用の上
昇率 η = 1.8

危険地域 rへの企業家の集積率 λと被災状態におけ
る生存企業数 nd の関係を図-1に示す．図中の鎖線及
び赤実線はそれぞれ平常状態，被災状態における地域
r の企業数 nu

r , nd
r を表し，両者の差は災害生起により

撤退する企業数を表している．また，黒実線は被災状
態における両地域の総生存企業数 nd を表す．図より，
集積率が 0.34 ≤ λ ≤ 1.0の範囲において企業の撤退が
起こること，また，同範囲のほぼ全域において λの増
加に伴い地域 r企業の生存率 δr が減少し，生存企業数

8 年間の災害発生回数が平均 θ のポアソン分布に従うとすれば，
θ = 0.04 (0.08) は今後 30 年間に約 70 ％（90 ％）の確率で発
生する災害リスクに相当する．
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図–2 集積率 λと価格指数 P ξ
i

0 

10 

20 

30 

40 

50 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 r地域（平常状態） s地域（平常状態） r地域（被災状態） s地域（被災状態） λ

V
ξ
i
(λ)

図–3 集積率 λと企業家の間接効用水準 V ξ
i

ndも減少することがわかる．理由は，以下に述べる通
りである．地域 r への企業集積が進むにつれて同地域
内における企業間の競争が激しくなり，企業利潤（正
確には，企業家の人的資本へのレント支払い）は減少
する．また，被災による生産施設や交通インフラの損
壊は，地域 r企業の地域 s企業に対する競争力を弱め，
地域 r 企業の利潤を大幅に押し下げる．そのため，事
業継続に要する追加的費用を捻出できずに市場からの
撤退を余儀なくされる企業（家）が増える．なお，地域
rにほぼ全ての企業が集積している状況（λ = 1付近）
においては，地域間における企業間競争の影響が小さ
くなるため，被災時に撤退する企業は減少する．

図-2は，集積率 λと両地域の平常状態及び被災状態
における価格指数 P ξ

i (λ)の関係を示している．状態を
問わず，両地域とも自地域の企業数の増加（減少）に
伴い，価格指数が単調に低下（上昇）していることが
わかる．平常状態において，両地域の価格指数曲線は
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λ = 0.5を境にちょうど対称的な形状となっている．一
方，被災状態においては，地域 sの価格指数 P d

s が λの
減少に伴って平常状態の水準に近づくのに対し，地域 r

の価格指数 P d
r は曲線がほぼ横ばいとなり，λの増加に

も関わらず高止まりしている．これは，被災状態にお
いて地域 r 内輸送費用が増加することに加え，企業の
撤退により市場に供給される差別化財のバラエティが
減少するためである9．このことから，危険地域 rへの
企業集積は，平常状態において同地域の価格指数低下
による正の外部効果（cost-of-living効果）をもたらす
一方で，被災状態においては企業の撤退を誘発し，価
格指数を高止まりさせることによって負の外部効果を
もたらすことがわかる．
図-3は，集積率 λと企業家の間接効用水準 V ξ

i の関
係を示している．企業家の間接効用水準は，立地地域
の価格指数と人的資本へのレントによって決まる．仮
定より，平常状態において危険地域 rは安全地域 sより
も生産効率的であり，少ない固定費用で生産を行うこ
とができる．そのため，企業家へ支払われる人的資本
レントも多くなり，V u

r は V u
s よりも（両者が対称であ

る場合を基準にして）やや上方に位置する．一方，被災
状態において，生産施設の損壊の影響により地域 r 企
業の利潤は減少し，それに伴って企業家の受け取る人
的資本レントも減少する．特に，企業の撤退が起こる
場合は，均衡における人的資本レント水準は労働者の
賃金と同水準まで押し下げられる．なお，交通インフ
ラの損壊によって地域間の交易自由度は著しく低下す
るため，企業にとって自地域市場における他地域企業
との競争は緩やかになる．そのため，同一地域に立地
する企業数が少ない場合，企業家はより多くの人的資

9 被災による地域 r 内の輸送費用増加を考慮しないケース（τd
rr =

1）においても，同様の性質を確認している．
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本レントを受け取ることができる．以上の効果が合わ
さって，図 3に示すような関係が描かれる．

図-4は，集積率λと状態毎の社会的厚生水準SW ξ
i (λ)

の関係を示している．青線は平常状態における社会的厚
生 SWuを，赤線は被災状態における社会的厚生 SW d

を表す．0.21 ≤ λ ≤ 1の領域においては，λの上昇に
伴って SW dが大きく減少することがわかる．図-1,4よ
り，災害リスク地域への産業集積が進むほど，1)被災
時の生存企業数が減少し，2)災害による経済的被害が
増大すること，すなわち災害に対する脆弱性が高まる
ことが明らかとなった．

企業家にとっての地域間の期待効用差∆E[V (λ)]を描
いたグラフを図5に示す．∆E[V (λ)] = 0を満たすλ∗ =
0.668が均衡における集積率であり，∂∆E[V ]/∂λ < 0
より安定的な均衡解であることが確認できる．図-6は，
期待社会厚生関数 E[SW (λ)] を描いたグラフである．
E[SW (λ)] は上に凸であり，社会厚生を最大とする集
積率は λo = 0.608 である．また，均衡解及び社会的
最適解における生存企業数は，それぞれ nd∗ = 0.718，
ndo = 0.772となっている．以上より，基本ケースにお
いて，均衡解は社会的最適解に比べ過剰集積であり，ま
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表–1 感度分析の結果

集積率 λ 生存企業数 nd 社会厚生 SW

均衡解 λ∗ 最適解 λo 均衡解 nd∗ 最適解 ndo 均衡解 SW ∗ 最適解 SW o

σ = 3.0 0.798 0.645 0.770 0.864 30.753 30.818
代替弾力性 σ = 4.0 0.668 0.608 0.718 0.772 32.064 32.078

σ = 5.0 0.640 0.602 0.670 0.704 32.859 32.865

τu = 1.3 0.932 0.883 0.524 0.548 33.472 33.482
地域間輸送費用 τu = 1.8 0.668 0.608 0.718 0.772 32.064 32.078
（平常状態） τu = 2.3 0.606 0.568 0.776 0.809 31.596 31.604

Lr

L = 0.4 0.429 0.391 0.855 0.887 32.109 32.113
労働者人口比率 Lr

L = 0.5 0.668 0.608 0.718 0.772 32.064 32.078
（平常状態） Lr

L = 0.6 0.842 0.789 0.638 0.681 32.323 32.339

θ = 0.00 0.715 0.649 1.0 1.0 32.447 32.464
災害生起確率 θ = 0.04 0.668 0.608 0.718 0.772 32.064 32.078

θ = 0.08 0.621 0.567 0.758 0.802 31.694 31.704

F d
r = 3.0 0.672 0.611 0.917 0.963 32.114 32.128

災害規模 F d
r = 5.0 0.668 0.608 0.718 0.772 32.064 32.078

F d
r = 10.0 0.663 0.604 0.541 0.594 31.992 32.005

た災害に対して脆弱であるといえる．

(2) 感度分析
本節では，主要なパラメータが均衡解及び社会的最

適解に及ぼす影響を明らかにするために感度分析を行っ
た．分析結果を表-1に整理する．なお，各パラメータ
につきそれぞれ 3つの値を示しているが，中段の値は
いずれも基準ケースと一致している．
まず，差別財間の代替弾力性 σ の影響について述べ

る．σ が小さい場合，財はより互いに差別化されるた
め，企業間の競争は緩和される．これにより，被災状
態における地域 r企業の生存率 δr は上昇し，平常状態
においてより生産効率的な地域 rへの企業集積が進む．
次に，地域間輸送費用（平常状態）τuの低下は，危険
地域 r への企業集積をもたらし，期待社会厚生水準を
増加させる．これは，災害リスクを考慮しない通常の
NEGモデルと同様の結果と言える．ただし，生存企業
数 ndは減少しており，災害発生が経済活動に及ぼすイ
ンパクトがより大きくなることが示された．続いて，労
働者の人口比率 Lr/Lの減少は市場としての地域 r の
魅力を低減させ，企業立地を分散させる．それに伴い，
地域内における企業間競争は緩和され，生存率 δr は増
加することがわかった．最後に，災害リスクの影響に
ついて述べる．災害生起確率 θ が大きい場合，災害リ
スクを避けて地域 sを選択する企業が増えて立地が分
散する．その結果，地域 r 内での競争が緩和され企業

の生存率 δr が増加する．一方，災害規模 F d
r が大きい

場合，直接的被害の増加によって被災企業の生存率 δr

は低下する．地域 r で得られる企業家の期待効用が低
下するため，立地は分散する．なお，均衡解と社会的
最適解の関係は，いずれの場合においても基本ケース
と同様に，均衡解は社会的最適解に比べ過剰集積であ
り，社会厚生及び生存企業数の観点から災害に対して
脆弱であることが明らかとなった．

5. 交通インフラの減災施策（数値分析 II）

(1) 設定
交通インフラの減災施策効果について分析を行う．提
案モデルでは，地域間を結ぶ交通インフラと地域内の
交通インフラという 2種類が存在するものとし，災害の
発生により地域間交通インフラ及び地域 r 内交通イン
フラが損壊する状況を想定している．交通インフラの
被災による直接的な影響を輸送費用の上昇として表現
し，それぞれの上昇率をパラメータ ζ 及び η を用いて
表す．耐震化や代替路の確保などの交通インフラ減災施
策は，ζ及び ηの値を減少させる．具体的には，図-7に
示す減災施策について分析を行う．施策実施前の状態を
(ζ, η) = (3.0, 1.8)と設定し，地域間交通インフラの減災
施策（ζ = 3.0 → ζ = 1.5）及び地域 r内交通インフラ
の減災施策（η = 1.8 → η = 1.3）について，災害規模
が小さい場合（F d

r = 3.0）と大きい場合（F d
r = 10.0）
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図–7 交通インフラの減災施策

に分けて分析する．なお，その他のパラメータは，基
本ケースの値と等しく設定する．

(2) 産業集積構造及び災害脆弱性への影響
図-8及び図-9は，それぞれ災害規模が小さい（F d

r =
3.0）場合と大きい（F d

r = 10.0）場合において，交通イ
ンフラの減災施策が集積率 λ∗及び生存企業数 nd∗に及
ぼす影響を示している．
施策 aは，施策実施前の状態から地域間交通インフ

ラの減災施策を実施するケースである．施策 aの実施
により，均衡解（λ∗, nd∗）は各図中の点●から点▲へ
と推移する．施策 aの実施によって，被災時における
地域間の企業競争が激しくなり，地域 r 企業の生存率
δd が低下する．そのため，危険地域 r から安全地域 s

への企業の立地変更が進み，集積率 λ∗は低下する．な
お，この結果は，災害規模に依らず共通である．
施策 bは，施策実施前の状態から地域 r内交通イン

フラの減災施策を実施するケースである．bの実施によ
り，均衡解は点●から点◆へと推移する．一方，施策 d

は施策 aの実施後に地域 r 内交通インフラの減災施策
を実施するケースであり，点▲から点■へと均衡解を
推移させる．地域 r 内交通インフラの減災施策は，被
災状態における地域 r 企業の競争力を向上させ，生存
率を増加させる．これにより，地域 sから rへと企業の
移動が進み，被災状態における生存企業数も増加する．
施策 cは，bの実施後に地域間交通インフラの減災施

策を実施するケースであり，施策の実施により均衡解は
点◆から点■へと推移する．施策 cの効果は，災害規模
の大小によって異なる．災害規模が小さい（F d

r = 3.0）
場合，図-8が示す通り λ∗と nd∗が共に増加する方向に
推移する．上述の通り，施策 bの実施は地域 r内交通イ
ンフラの被害を軽減し，被災状態における地域 r 企業
の競争力を向上させる．また，災害規模が小さい場合，
地域 r企業の生存率は高く（δ∗r = 0.880），被災状態に
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r = 10.0）

おいても比較的に多くの種類の差別化財が市場に供給
される．このことは，被災状態においても地域 r の価
格指数 P d

r が低い水準に保たれることを意味し，企業家
にとって災害時に地域 r に立地することの不効用は低
減する．こうした状況下で施策 cを実施すると，平常
状態において集積の便益を享受できる地域 r へと企業
集積が進展するとともに，生存企業数も増加する．こ
れに対して，災害規模が大きい（F d

r = 10.0）場合は，
図-9のように λ∗ と nd∗ が共に減少する方向に推移す
る．災害規模が大きい場合には，被災状態における地域
r企業の生存率は低く（δ∗r = 0.316），企業家にとって
災害時に地域 r に立地することの不効用は大きい．そ
の上で，施策 cを実施すれば，地域 r から sへの企業
の移動が進み，集積率 λ∗ は低下する．

最後に，地域間及び地域 r内交通インフラの減災施策
を同時に実施するケース（施策 a+d，または施策 b+c）
について考えよう．減災施策の同時実施による効果は，
施策 aと d，あるいは bと cの合成によって得られ，均
衡解は点●から点■へと推移する．なお，図-8では点
■が点●の左上に位置しているのに対して，図-9では
右下に位置している．これは，上述した施策 cの効果の
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図–10 期待社会厚生 E[SW (λ∗)]と施策評価

方向に依存して決まる．図-9は，災害規模が大きい場
合，減災施策の同時実施によって被災時の生存企業数
が却って減少することを示している．なお，パラメー
タの設定によっては点■が点●の左上もしくは左下に
位置する可能性も否定できないが，今回の数値分析で
は確認できなかった.

(3) 交通インフラの減災施策便益とその評価
図-10は，災害規模が大きい（F d

r = 10.0）場合の施
策実施前後における社会的厚生の水準を表しており，い
ずれの施策 a（●→▲），b（●→◆），c（◆→■），d

（▲→■）も正の便益をもたらすことが確認できる．ま
た，施策 a,b及び a+d (b+c)の実施による便益の帰着
構造について整理した結果を表-2に示す．表中の符号
（+,-）は，各状態，各地域における各主体一人当たり
の効用水準の変化を表す．なお，E,Lはそれぞれ企業
家，労働者を表し，?は施策実施前と比べて 25％以上
の増減がある場合に付している．地域間交通インフラ
の減災施策 aにより，いずれの主体にとっても被災状
態における厚生が改善する．中でも，交易自由度の向
上により競争力が増す安全地域 sの企業家は大きな便
益を享受する．平常状態においては，立地企業数が減
少する地域 r の労働者と増加する地域 sの企業家がそ
れぞれ価格指数上昇及び競争激化の影響から負の便益
を受ける．地域 r内交通インフラの減災施策 bは，被
災状態において地域 r の主体に大きな便益をもたらす
一方で，地域 sの便益は負となる．施策 bにより，地
域 sの企業家にとっては災害時の競争力が施策前に比
べて低下する．また，産業集積が進み立地構造が脆弱
化することによって災害時の価格指数が上昇する影響
から地域 sの消費者として厚生も低下する．なお，平
常状態においては，立地企業数が減少する地域 sの労

表–2 減災施策の便益帰着構造（状態・地域・主体別）

被災状態 平常状態
施策 地域 r 地域 s 地域 r 地域 s

E L E L E L E L

a + + +? + + - - +

b +? +? - - - + + -

a+d (b+c) +? +? + + - + + -

（E:企業家, L:労働者. ? は施策前に比べ 25 ％以上の増減を意味する．）

働者と増加する地域 r の企業家がそれぞれ価格指数上
昇及び競争激化の影響から負の便益を受ける．同時実
施施策 a+d (b+c)に関しては，上述の個別施策の影響
の足し合わせにより便益の帰着が決まる．
最後に，以上の分析から得られた知見として，交通イ
ンフラ減災施策の便益評価において留意すべき 2つの
点について述べる．1つは，産業立地構造の変化を考慮
しなければ，便益評価にバイアスが生じる可能性があ
る点である．ここでは，図-10のように均衡における産
業立地構造が過剰集積である場合に限定し，施策 a及
び bを例に説明する．産業立地構造の変化を考慮した
場合，施策 a及び bの実施による社会的厚生水準の変
化はそれぞれ●→▲，●→◆で表される．これに対し
て，産業立地構造の変化を考慮しない場合は，それぞ
れ●→△，●→◇と見做される．その結果，産業立地
構造を分散化する施策 aの便益については過小に評価
され，集積させる施策 bの便益については過大に評価
されるというバイアスが生じることとなる．そのため，
施策の長期的影響として産業立地構造の変化を正しく
予測し，便益評価に反映する必要がある．
いま 1つは，地域間及び地域内交通インフラの減災
施策を同時に実施した際の便益として，それぞれ個別
で実施した場合の便益の合計値を用いた場合，便益の
二重計算となる点である．これまで述べてきたように，
均衡における産業立地構造は双方の空間スケールにお
ける交通インフラ整備水準に依存して決まる．そのた
め，それぞれ個別に減災施策を実施した場合と両者を
同時に実施した場合では，施策効果は当然異なる．実
務においては，それぞれの交通インフラを所掌する機
関が異なることも多い．こうした場合には，互いの施
策内容を把握した上で，with-withoutの設定を含め適
切に評価を行う必要がある．

6. おわりに

本研究では，被災による企業の撤退を明示的に考慮
した産業集積モデルを構築し，均衡における産業立地
構造の性質ならびに交通インフラの減災施策が及ぼす
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影響について分析を行った．数値分析を通じて，均衡に
おける産業立地構造が過剰集積であること，被災状態
における事業継続企業数が過小になるという意味で災
害に対して脆弱であることを明らかにした．また，交
通インフラの減災施策が社会的厚生を改善するものの，
必ずしも災害脆弱性の低減に寄与するとは限らないこ
とを示した．さらに，分析より得られた知見として，交
通インフラ減災施策の便益評価に際し留意すべき点に
ついて言及した．なお，本稿では，議論の簡単化のた
めに 2地域モデルのみを分析対象としたが，著者らは
既に多地域モデルの構築・分析を行い，その結果，定
性的には 2地域モデルと同様の結論が得られることを
確認している．

本研究では，準線形型の効用関数とベンサム型の社
会的厚生関数という設定の下で分析を行ったが，この設
定の妥当性については議論の余地がある．Pfluger and
Südekum17)が述べる通り，両者の組み合わせは理論的
な整合性が高いという利点がある．具体的には，準線
形型の選好を持つ個人の所得の限界効用は 1に等しく，
そのため，全ての個人の効用を加算して得られる社会
的厚生の水準は所得分配の影響を受けない．また，政
策前後の社会的厚生関数の差をそのまま便益として扱
える点も望ましい性質である．一方で，準線形型効用
関数には所得効果が存在しないという欠点があり，災
害時における所得減少の影響を捉えることができない．
さらには，災害が社会の厚生に及ぼす影響を功利主義
的な規範に基づいて評価することは必ずしも適切でな
いという意見には，著者らも同意する．しかし，仮に，
より公平性を重視した規範的基準の下で同様の分析を
行ったとしても，定性的には本研究と同じ結論（「均衡
における産業立地構造は過剰集積で災害に対して脆弱
である」）が導かれることは容易に予想できる．言い換
えれば，本分析から導かれた定性的な結論は規範的基
準の選択に依らず頑健であるといえる．

以下では，今後に残された課題について述べる．被
災によるサプライチェーンの機能不全や連鎖倒産を表
現するためには，中間財生産を取り入れた垂直連関モ
デル (e.g. Venables18))を価格均衡モデルとして用いて
分析を行う必要がある．災害時の企業の撤退機構とし
て，本研究では生産物市場における被災企業の競争力
低下によって撤退が生じるとしている．一方で，Cole
et al.の実証分析は，災害時における労働市場の逼迫を
通じた一種の共食い効果によって撤退が起こることを
明らかにしている．この点については，実証分析の結果
に沿うようにモデルを改善する余地がある．また，本
研究の分析は，静学的枠組みに留まっている．集積の
経済下における資産ストックの蓄積，被災による損壊，
及び復旧・復興の過程を考慮できる動学的な枠組みへ

の拡張も今後の課題である．
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INDUSTRIAL LOCATION AND VULNERABILITY TO NATURAL HAZARDS

Toshimori OTAZAWA, Yuta NAKAMURA, Kenta TORIO and Atsushi KOIKE

This paper constructs a new economic geography (NEG) model incorporating a natural disaster risk and
examines the interrelationship between industrial agglomeration and vulnerability of a spatial economy. We
shows that the location pattern emerging as the market equilibrium is characterized by over-agglomeration
and more vulnerable than that of social optimum. By analyzing the regional spillover effects of disaster
mitigation investment for inter-regional and intra-regional transportation, this paper declares that disaster
mitigation investment improves the utilitarian social welfare, but it does not always increase the survival
rate of firms at the time of disaster.

第 52回土木計画学研究発表会・講演集

 326


